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No 法人種別 団体名

1 認定特定非営利活動法人 たすけあいの会ふれあいネットまつど 〒 270-2251 松戸市 金ケ作99-6 047-710-7450 047-710-5940

2 特定非営利活動法人 かたつむりの家 〒 270-2204 松戸市 047-387-5215 047-387-5238

3 特定非営利活動法人 ディープデモクラシー・センター 〒 270-2261 松戸市 常盤平2-9-6 第5石川ビル3階3号室 047-701-5350 050-3737-9081

4 公益財団法人 松戸市シルバー人材センター 〒 271-0043 松戸市 旭町1-174 047-330-5005 047-330-5008

5 一般社団法人 インナーピース　ケアステーションやしの実 〒 270-2204 松戸市 六実5-12-8 ヒロハイム平和台101号 047-389-7688 047-389-7687

6 特定非営利活動法人 LIFACT　ホームヘルプてとて 〒 270-0034 松戸市 新松戸4-65-1 ｱｲﾋﾞｽ新松戸ﾋﾞﾙ201号室 047-702-7080 047-343-7566

7 社会福祉法人 六高台福祉会 〒 270-2203 松戸市 2-19-2 047-710-0602 047-710-0603

8 社会福祉法人 彩会 〒 270-0021 松戸市 小金原3-7-15 047-711-9640 047-711-9641

　令和７年　松戸市福祉有償運送 登録事業者 一覧 （R7.4.1現在）

住　所 電　話 FAX郵便番号
事業者名

松戸市六高台6-2-3
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○松戸市福祉有償運送運営協議会条例

平成26年12月25日 

松戸市条例第30号 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、

道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。）第

51条の７に規定する運営協議会として、松戸市福祉有償運送運営協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、福祉有償運送（省令第51条の福祉有償運送をいう。以下同

じ。）に関し、次に掲げる事項について調査審議する。 

（1） 道路運送法（昭和26年法律第183号。以下「法」という。）第79条の

登録（法第79条の６第１項の有効期間の更新の登録及び法第79条の７第１

項の変更登録を含む。）を申請する場合における運送の必要性及び旅客か

ら収受する対価に関する事項 

（2） 法第79条の12第１項第４号の規定による協議が調った状態でなくなっ

たことに関する事項 

（3） 福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関する事項

（組織） 

第３条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者とする。 

（1） 市長又はその指名する市職員

（2） 学識経験を有する者

（3） 関係団体を代表する者

（4） 関係機関の職員

（5） 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠 
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委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第８条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を

求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

（特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例（昭和31年松戸市条

例第15号）の一部を次のように改正する。 

別表２に次のように加える。 

松戸市福祉有償運送運営協議会委員 日額 8,500円 

附 則（令和３年３月29日松戸市条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月26日松戸市条例第12号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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資料 松戸市における福祉有償運送事業の必要性  

１ 松戸市全体の人口推計・人口構成  

本資料は、松戸市の総人口からみた高齢者の割合が確認できるものです。総人口

に占める 65 歳以上人口の比率である高齢化率は、今後も上昇傾向が続くことが見

込まれます。 

一般的には加齢により身体等に不調が生じることから、高齢化率の上昇に伴い、

移動制約者の数も増加することが考えられ、福祉有償運送による移動手段の確保が

必要と考えられます。  

２ 松戸市の要介護・要支援者数の推移と推計  

本資料は、要介護・要支援者の現況と推計を表したものになります。表のとおり、

65 歳以上に対する認定率は減少に転じる時期があるものの、要介護・要支援認定

者の数は増加傾向が続くとされており、福祉有償運送の対象者の増加につながると

考えられます。  

３ 松戸市の障害者手帳所持者数の推移

本資料は、福祉有償運送の旅客となり得る身体障害者手帳、精神障害者保健福祉

手帳、療育手帳の所持者数の推移を表したものになります。このうち、精神障害者

保健福祉手帳所持者数と療育手帳所持者数は、年々増加しています。

福祉有償運送の旅客対象は、他人の介助によらず移動することが困難な者であり、

かつタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な状況にある方ですが、これ

は様々な障害等に起因することから、障害者手帳所持者数の増加に伴い、福祉有償

運送の必要性も高まると考えられます。  

４ 松戸市の認知症高齢者数の現況と推計 

本資料は、認知症高齢者の現況と将来推計となります。認知症による判断能力の

低下により、福祉有償運送の対象となり得る方の数となりますが、こちらも増加傾

向にあるため、福祉有償運送の対象者の増加につながると考えられます。  

５ 松戸市の介護予防・日常生活支援総合事業対象者の推移と推計  

本資料は、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者を表したものであり、福祉

有償運送の対象となる方を含んだ数となります。過去３年間の実績値は減少してい

ますが、今後は高齢化率の上昇に伴い対象者も増加すると見込まれており、福祉有

償運送の必要性が高まることにつながると考えられます。 
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いきいき安心プランⅧまつど（令和６年３月）から抜粋 
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いきいき安心プランⅧまつど（令和６年３月）から抜粋 
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まつど３つのあいプラン（令和６年３月）から抜粋 
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いきいき安心プランⅧまつど（令和６年３月）から抜粋 
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いきいき安心プランⅧまつど（令和６年３月）から抜粋 
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■松戸市内タクシー事業者の総車両数とUDタクシー保有台数
（R6年3月末現在）

　総車両数
内ＵＤ

1 法人  京成タクシー松戸東(株) 81 44
2 法人  京成タクシー松戸西(株) 69 65
3 法人 マツドタクシー(株)イースタン 92 0
4 法人  (株)櫟山交通 79 0
5 法人  (株)ダブリュータクシー 41 15
6 法人  小金タクシー(有) 29 6
7 法人  花嶋タクシー(有) R5.4.4事業廃止
8 法人  (有)石原タクシー R5.4.4事業廃止
9 法人  (有)マイスター 8 0
10 法人  (有)東葛運転代行社 21 0
11 個人 東葛個人タクシー協同組合 26 0
12 個人 久保田タクシー 1 0

計 447 130 29.08%
※UD：ユニバーサルデザイン

その他社名№
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昭和⼆⼗六年運輸省令第七⼗五号

道路運送法施⾏規則

道路運送法（昭和⼆⼗六年法律第百⼋⼗三号）及び道路運送法施⾏法（昭和⼆⼗

六年法律第百⼋⼗四号）に基き、並びにこれらの法律を実施するため、道路運送法

施⾏規則を次のように定める。

第四章 ⾃家⽤⾃動⾞の使⽤

（⾃家⽤有償旅客運送）

第四⼗九条 法第七⼗⼋条第⼆号の国⼟交通省令で定める旅客の運送は、市町村⼜

は特定⾮営利活動促進法（平成⼗年法律第七号）第⼆条第⼆項に規定する特定⾮

営利活動法⼈若しくは前条各号に掲げる者（以下「特定⾮営利活動法⼈等」とい

う。）が⾏うものであつて、次に掲げるものとする。

⼀ 過疎地域の持続的発展の⽀援に関する特別措置法第⼆条第⼀項に規定する過

疎地域その他の交通が著しく不便な地域において⾏う、地域住⺠、観光旅客そ

の他の当該地域を来訪する者の運送（以下「交通空⽩地有償運送」という。

）

⼆ 乗⾞定員⼗⼀⼈未満の⾃動⾞を使⽤して⾏う、次に掲げる者のうち他⼈の介

助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー

（タクシー業務適正化特別措置法（昭和四⼗五年法律第七⼗五号）第⼆条第⼀

項に規定するタクシーをいう。）その他の公共交通機関を利⽤することが困難

な者（特定⾮営利活動法⼈等が⾏う場合にあつては、第五⼗⼀条の⼆⼗五の名

簿に記載されている者）及びその付添⼈の運送（以下「福祉有償運送」とい

う。）

イ ⾝体障害者福祉法（昭和⼆⼗四年法律第⼆百⼋⼗三号）第四条に規定する

⾝体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和⼆⼗五年法律第百⼆⼗三

号）第五条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇⽤の促進等に関する法律（昭和三⼗五年法律第百⼆⼗三号）第

⼆条第四号に規定する知的障害者

ニ 介護保険法（平成九年法律第百⼆⼗三号）第⼗九条第⼀項に規定する要介

護認定を受けている者

ホ 介護保険法第⼗九条第⼆項に規定する要⽀援認定を受けている者

ヘ 介護保険法施⾏規則（平成⼗⼀年厚⽣省令第三⼗六号）第百四⼗条の六⼗

⼆の四第⼆号の厚⽣労働⼤⾂が定める基準に該当する者

ト その他肢体不⾃由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する

者

15


	1）表紙（次第）
	2）委員名簿
	3）座席表
	4）登録事業者一覧
	5）条例
	6）福祉有償運送R6度実績報告書
	7）松戸市における福祉有償運送の必要性
	8）年齢別高齢者人口等
	9）UDタクシー保有台数(R6.3末)
	10）運送対象要件（道路運送法施行規則　第四十九条）



